
構成団体等の口腔保健に関する取組 

  ２３年度取組実績 

地
域 

京都市ＰＴＡ連絡協議会 ― 

（社）京都市老人クラブ連合会 ― 

保
育
・
教
育
機
関
等 

（社）京都市保育園連盟 ・連盟下保育園での集団フッ化物洗口の実施にかかる協力 

（社）京都市私立幼稚園協会 ― 

京都市立小学校長会 ・学校歯科医師，児童の保護者と協力しながら，各校ともに様々な，口腔保健推進の取組を進めている。 

・歯みがき指導，口腔保健関連講話の実施 

・フッ化物洗口の推進 

京都市立中学校長会 ― 

京都府私立中学校高等学校連合会 ・年１～２回の歯科健診実施と結果通知（未処置歯を持つ生徒に対する早期受診勧告，場合に応じて三者面談時 

 に渡すこともある。） 

・歯科疾患予防啓発（最近では「むし歯予防」よりも「歯周病予防」についての話が増えてきている） 

保

健

医

療

機

関

等 

（社）京都府医師会 ・京都市主催，医師会・歯科医師会・看護協会・歯科衛生士会との共催により「家族介護者向け医療的ケア・口

腔ケア実践講習会」の実施 

（社）京都府歯科医師会 ・京都市主催，医師会・歯科医師会・看護協会・歯科衛生士会との共催により「家族介護者向け医療的ケア・口

腔ケア実践講習会」の実施 

・「歯のひろば（本会主催）」（6月）にて，歯科健康相談，歯みがき指導，歯の健康度テスト等を実施 

・「いい歯の日週間」記念行事（11月）で，府民公開講演会，各種表彰式，展示等を実施 

・「歯のひろば（支部主催）」（5月～11月）にて，歯科健康相談，歯みがき指導，歯の健康度テスト等を実施 

・公衆衛生啓発冊子の作成（歯周病予防，フッ化物歯面塗布，事業所健診，禁煙等に係る普及啓発冊子及び視覚

障害者のための院内マニュアルの作成 

・口腔サポートセンター事業として，在宅や施設で通院困難な方のお口に関する相談，訪問診療，口腔ケアの窓

口を開設 

・「フッ化物洗口」推進事業（全市立小学校でのフッ化物洗口）実施への協力 

・「集団フッ化物洗口支援事業」（市内保育所（園）・幼稚園でのフッ化物洗口）への協力 
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保
健
医
療
機
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（社）京都府薬剤師会 ・府民からの「フッ化物洗口の安全性」等の問い合わせに対する相談応需（薬事情報センター） 

・薬局におけるむし歯予防等の正しい知識の啓発普及と指導助言 

・学校（学校薬剤師）における「フッ化物洗口事業」の取組への協力 

（社）京都府看護協会 ・京都市主催，医師会・歯科医師会・看護協会・歯科衛生士会との共催により「家族介護者向け医療的ケア・口

腔ケア実践講習会」の実施 

・看護職に対する研修 

 集中ケア認定看護師による救命処置等と口腔ケアに関する講義・演習（未就業看護師対象） 

 摂食・嚥下障害看護認定看護師による高齢者の食事の援助と口腔ケア（新人看護師対象） 

・その他，配布のポスター掲示，チラシの配布等 

（社）京都府栄養士会 ・訪問介護員（ホームヘルパー）を対象とし，家事援助（調理）の質的向上に資するためのスキルアップを目的

として「食と調理に関する訪問介護員リーダー研修」を開催 

 （高齢者の栄養管理，調理と衛生管理，咀嚼嚥下反応の低下・摂食機能障害・嚥下食の調理） 

・京都地域包括ケア推進機構が実施する介護予防推進プロジェクトにおいて，運動器の機能向上・口腔機能向上・

栄養改善を組み合わせた総合プログラムの開発にモデル事業としての連携協力 

（社）京都府歯科衛生士会 ・京都市主催，医師会・歯科医師会・看護協会・歯科衛生士会との共催により「家族介護者向け医療的ケア・口

腔ケア実践講習会」の実施 

・幼稚園，小学校歯みがき巡回指導 

・京都市公営保育所歯みがき指導 

・歯科医師会主催「歯のひろば」への協力 

（社）京都府歯科技工士会 ・入れ歯の名前入れボランティア 

・歯科医師会主催「歯のひろば」への協力 
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京 
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市 

教育委員会（体育健康教育室） ・学童う歯対策事業（昭和 43 年～）により，京都市内に住所を有する小学生を対象としたう歯（むし歯）の早

期治療に要する経費を公費負担 

・「フッ化物洗口事業」の取組 

・歯みがき巡回指導の実施 

長寿社会部 長寿福祉課 ・市内１２箇所の地域介護予防推進センターにおいて，要介護状態となるおそれの高い高齢者に対する「二次予

防事業」，活動的な状態にある者に対する「一次予防」として，口腔機能の維持・向上を目的とした口腔機能

向上プログラムを実施している。 

子育て支援部 保育課 ・３歳以上の児童に対し，歯科衛生士による歯みがき指導を実施（市営保育所２２ケ所） 

・歯科健診を実施 

・保護者への啓蒙や保育士による日常的な児童への歯みがき指導とケアを実施 

生活福祉部 保険年金課 ・京都市国民健康保険が実施する特定保健指導の質の確保と標準化を図ることを目的として策定した「京都市国

保特定保健指導マニュアル」に，歯の健康づくりに関する内容を盛り込んでいるところであり，特定保健指導

の中で，生活習慣病を予防・改善する観点から，歯周病等の歯の疾患についての早期受診を指導した。 

各区保健センター・支所 資料１・別紙 参照 

保健衛生推進室 保健医療課  資料１・別紙 参照 
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